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昭和７年９月30日以前に生まれた
人（一定の障害がある人は65歳以上
の人）は、老人保健法の適用により医
療給付を受けます。老人医療受給者証
の負担区分は、毎年８月に見直します。

受
給
者
証
の
更
新

８
月
か
ら
、
一
部
負
担
金
の
負

担
割
合
に
、
変
更
が
あ
る
人
に
は
、

新
し
い
受
給
者
証
を
今
月
末
ま
で

に
送
付
し
ま
す
。

○
負
担
割
合
の
変
更

10
月
か
ら
、
一
定
以
上
所
得
者

の
自
己
負
担
割
合
が
２
割
か
ら
３

割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

制
度
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

○
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
、

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
う
２

年
間
の
経
過
措
置

一
定
以
上
所
得
者
と
判
定
さ
れ

た
人
で
も
、
課
税
所
得
１
４
５
万

円
以
上
２
１
３
万
円
未
満
の
人
は

自
己
負
担
限
度
額
が
「
一
般
」
に

据
え
置
か
れ
ま
す
。

※
該
当
者
に
は
（
自
己
負
担
限
度

額
「
一
般
」
）
と
表
示
さ
れ
た
受

給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
高
齢
者
複
数
世
帯
で
収
入

の
合
計
額
が
５
２
０
万
円
以
上
６

２
１
万
円
未
満
、
高
齢
者
単
身
世

帯
で
３
８
３
万
円
以
上
４
８
４
万

円
未
満
の
人
は
、
申
請
に
よ
り
自

己
負
担
限
度
額
が
一
般
と
な
り
ま

す
。

※
該
当
者
に
は
案
内
を
送
付
し
ま

す
。

○
住
民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止
に

伴
う
経
過
措
置

新
た
に
所
得
区
分
が
一
般
に
な

る
世
帯
員
の
う
ち
、
そ
の
ま
ま
非
課

税
者
が
い
る
場
合
、
非
課
税
者
は

所
得
区
分
が
低
所
得
に
な
り
ま
す
。

負
担
区
分
の
変
更
申
請

課
税
所
得
に
よ
り
一
定
以
上
所

得
者
と
判
定
さ
れ
た
人
で
も
、
平

成
17
年
中
の
収
入
の
合
計
額
が
一

定
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
申
請

す
れ
ば
１
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

※
該
当
者
に
は
、
案
内
を
送
付
し

ま
す
。

○
対
象
者
と
対
象
収
入
額

同
じ
世
帯
に
70
歳
以
上
（
平
成

18
年
８
月
１
日
現
在
）
の
人
と
老

人
医
療
受
給
者
が
、
二
人
以
上
い

る
場
合
は
、
収
入
の
合
計
額
が
５

２
０
万
円
未
満
。
世
帯
に
老
人
医

療
受
給
者
が
一
人
の
場
合
は
、
収

入
額
が
３
８
３
万
円
未
満
。

入
院
時
食
事
負
担
等
減
額
認
定

証
の
申
請
・
更
新
に
つ
い
て

入
院
時
に
医
療
機
関
へ
減
額
認

定
証
を
提
示
す
る
と
入
院
費
と
食

事
代
が
減
額
に
な
り
ま
す
。

対
象

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
老

人
医
療
受
給
者
。

有
効
期
間

８
月
１
日
か
ら
来
年

７
月
31
日
ま
で
。
た
だ
し
、
申

請
月
の
初
日
か
ら
有
効
に
な

り
、
申
請
月
以
前
の
食
事
代
な

ど
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

申
請
時
期

現
在
、
減
額
認
定
証

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、

８
月
末
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
過
去
１
年
以
内
に
90
日

以
上
入
院
し
た
人
は
、
入
院
日

数
の
確
認
で
き
る
領
収
書
、
ま

た
は
入
院
証
明
書
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

保
険
医
療
課（
1
０
８
４
８
^7
６
０
５
６
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０
８
４
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）
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自 己 負 担 限 度 額

（注１）10月以降の自己負担限度額は、改正が行われる予定です。

所得区分 定率負担

自己負担限度額（８・９月）（注1）

外来＋入院（世帯単位）

外来（個人単位）

一定以上の所得者

世帯

３割（９月まで

は２割）
40,200円

72,300円＋医療費が

361,500円を超えた場

合は、その超えた分の

１％を加算（４回目以

降は40,200円）

一般世帯

１割

12,000円 40,200円

市民税非

課税世帯

Ⅱ
8,000円

24,600円

Ⅰ 15,000円

○一定以上の所得者世帯
収入から各種控除後の
課税所得が145万円以
上ある老人医療受給
者、または70歳以上の
人と同一世帯の人

○市民税非課税世帯Ⅱ
世帯主および世帯全員
が非課税である世帯の
人

○市民税非課税世帯Ⅰ
世帯主および世帯全員
が非課税で、かつ収入
から必要経費など控除
後の所得が全員０円の
世帯の人


